
長崎県における障害福祉人材の研修体系 令和２年２月現在
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就労定着支援

自立生活援助

共同生活援助

障害者支援施設

児童発達支援

医療型児童発達支援

放課後等デイサービス

居宅訪問型児童発達支援

保育所等訪問支援

福祉型障害児入所施設

医療型障害児入所施設

地域移行支援

地域定着支援

計画相談支援

障害児相談支援

※ 主に障害福祉サービス事業所等の支援体制や加算に関係する研修を掲載しています。

※ は指定研修、 は県または委託事業者による研修
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精神障害者の地域移行・

地域定着支援研修会
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医療的ケア児等コーディネーター養成研修

行動援護従業者養成研修または強度行動障害支援者養成研修（実践）

同行援護従業者養成研修 一般課程・応用課程

重度訪問介護従業者養成研修 基礎課程・追加課程

介護職員初任者研修等（介護保険法等）


